
５全山連第１９号 

令和５年９月４日 

各 位 

全国山村振興連盟 

会長 金 子 恭 之   

                        (公 印 省 略) 

山村振興法改正に関するアンケート調査について 

 

日頃より全国山村振興連盟の運営につきましては、格段のご理解とご協力を賜り御

礼申し上げます。 

山村振興法は、令和７年３月に期限が到来し、今後その取り扱いが議論される予定

です。 

山村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の国民全体にとって重要な

役割を果たしていくことが期待されている一方で、産業基盤や生活環境の整備につい

て都市部との格差は依然として存在するとともに、過疎化・高齢化が進行し、集落機

能の低下が懸念され、さらに、昨今はウクライナ情勢、新型コロナウイルスの蔓延、地

球温暖化、自然災害の頻発等など、世界情勢が変化しています。 

その一方で、多くの山村では森林、農産物、景観、伝統・文化、多様な生物など豊富

で貴重な地域資源を有しており、これら山の恵みやデジタル等の革新技術を活用する

ことで山村の価値の向上、地域経済の活性化につながっていくと考えております。 

全国山村振興連盟としてはこのような山村の状況を踏まえれば、期限到来後も山村

振興に関する根拠法の必要性はますます増大すると考えております。 

このため、全国山村振興連盟は、本年７月１２日に山村振興法改正問題検討会を設

置する等、法律の延長と内容の充実に向けての考え方を整理するための検討をはじめ

たところであり、その一環として、山村振興の実務に携わっておられる地方公共団体

の皆様に対して、アンケート調査を実施し、皆様方のご意見等を集約して検討に反映

させることといたしました。 

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、別添のアンケート調査事項（山村振興

法条文(参考資料)を添付)に対する回答を別添のアンケート回答用紙にご記入の上、令

和５年９月３０日までに、全国山村振興連盟の下記メールアドレス宛にご送信いただ

きますようお願いいたします。 

なお、本件に関しては下記の全国山村振興連盟ホームページに掲載しており、アン

ケート回答用紙はホームページからダウンロードすることができます。 

 

全国山村振興連盟ホームページ：sanson.or.jp 

回答の送信先メールアドレス ：sanson-ychiba@ninus.ocn.ne.jp 
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